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第1は じめに

被告国 は，平成30年3月29日 付 け第19準 備 書面第3（13な い し1

6ペ ージ） において，被告東電や土木学会が，平成14年2月 に決定論的手

法 として極 めて安全寄 りに策定 された津波評価 技術 の公表後 も，引き続 き，

それで もなお残 る津波の想 定に伴 う不確 か さの存在 を前提 に，更な る安全性

向上 のた めに確率論的津波ハザー ド解析手法 の研究開発 を行い，その中で科

学的知見 の成熟度 の程度 に応 じた安全対策 を行 うべ く 「長期評価の見解」 を

取 り入れてきた こと，被告国 （保 安院）は， 「長期評価 の見解 」の公表直後 と

なる平成14年8月 ，被告東電 に対す るヒア リングを実施 し，「長期評価の見

解」 を どの よ うに取扱 うかについての説 明を求 めた上，被告東電 に対 し，取

扱い を決定す るに当たって専門家か らの意見を聴 取す ることを指示 したこと，

その後 ，被告東電 において，上記指示 を基 に専門家の意 見 も踏ま えて，長期

評価 の見解 を決定論 ではな く確 率論 において取 り扱 ってい く方針 で あるとの

判断 を行 い，被 告国 も被告東電か らの当該判 断に関す る報告 を受 けてそれ を

了承 した こと， 「長期評価の見解 」について，受 け手側の立場において理学的

な成熟性 の程度 を踏 ま えた検討 を経て取 り扱 ってお り，また，かかる対応 が

工学的に正当性 を有す る規制判断であったことを明 らかに した。

そ こで，本準備書面では，本件 の争点を判断す るために必要な範 囲で，決

定論 的安全評価 と確率論的安全評価 の意義や機能 を簡潔 に整理 した上で （後

記第2） ，被告国 （特 に規制行政庁である保安院） が保安院発足 当初 か ら決定

論的手法に基づ く規制活動 を行 う一方で， よ り一層の科学的 ・合理的な安全

規制 を 目指 して （丙A第188号 証8ペ ージ参照），確率論的手法 を用い るこ

とによ り得 られ る リス ク情報 をも規制 に活用す るため，必要 となる制度的基

盤及び知識基盤の整備 に向けて取 り組 んでいた ことを主張する （後記第3） 。

そ の上で，津波 を対象 とした確率論的安全評価及 びそ の前提 とな る確 率論

的津波ハザー ド解析手法の内容 について説 明 した上， これ らの確 立に向けた
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経過 と現時点にお ける進捗状況 について主張 し，被告 国，被告東電を含む事

業者 ら及び専門家 らにおいて，確率論 的安全評価 の うち，津波 を対象 とした

確率論 的安全評価 （津波PSA＊ ’）及びその前提 とな る確 率論的津波ハザー ド

解析 手法 （PTHA） の確 立に向けた努 力が続 け られていた ものの，福 島第

一発電所事故までの工学的知見の到達点 としては， これ らが確 立 し，更な る

リスク評価や これ に基づいた対応が可能 になる状態 には至 らなかった ことを

明 らかにす るとともに，仮 に，福島第一発電所事故前 の確率論的津波ハザー

ド解析手法の到達点 を前提 に暫 定的な リスク評価 を行 った としても，その評

価結果 を もって，福 島第一原発 の主要建屋 の敷地高 さを上回 る津波が浸水す

るこ とを想定 した施設 ・設備 の設計見直 しをす る経営判断 を行 わせ るに至っ

た とはい えない もの と評 されていることを明 らかにす る （後記第4） 。

なお，略語 については，本準備 書面で新た に用 い るものの ほかは，従前の

例 による。参考 までに本準備 書面の末尾 に略称語句一覧表 を添付す る。

第2決 定論的安全評価 と確率論的安全評価

原子力発電所の安全性 の評価手法は，決定論的安全評価＊2と確率論的安全評

＊1本 書面では，「PSA」 と 「PRA」 の表記が混在す るが，両者は同義である。

＊2保 安院が作成 した 「原子力発電所の安全規制における 『リス ク情報』活用の基本ガイ ドライン

（試行版）」 （丙A第189号 証）では，「主に原子力施設の安全審査において用い られる安全評価で

あ り，施設で起き得 る様々な事象の中から幾つかの代表事象 を選定し，これ らの各事象が起きたと

想定 して保守的な手法で事象の進展解析 を行い，すべての解析結果があらか じめ用意 した判断基準

を満たせば，施設全体 として十分安全であると判断す る。原子力発電所の場合には，運転時の異常

な過渡変化及び事故を対象 として安全設計の妥当性を評価するとともに，重大事故 ・仮想事故を対

象 として立地の妥当性を評価す る。」（同号証4ペ ージ） と説明 されている。
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価 ＊3とに大別 され る。

この うち，決 定 論 的 安 全評 価 は，原 子 力 施 設 に起 こ り得 る様 々 な （内的 ・

外 的） 事 象 の 中 か ら代 表 事 象 を選 定 し， これ が発 生 確 率 に か かわ らず 発 生 す

る と仮 定 した 上 ，保 守 的 な 手法 で事象 の進 展 を解 析 す る こ とに よ り施 設 に も

た らされ る影 響 の有 無 ・程 度 を評 価す る もの で あ る。 つ ま り，決 定論 的安 全

評 価 は，評 価 の過 程 で種 々 の仮 定 を置 くこ とで保 守性 を見 込 む手 法 とい える。

他 方 ，確 率論 的安 全 評価 は，発 生 す る可 能 性 の あ る様 々 な事 象 を網 羅 的 ・

系統 的 に評価 の基 礎 に取 り込 ん だ上 で ， それ らの事 象 の発 生 確 率 を考 慮 して

安全性 を評価 す る手法 で あ る。

確 率論 的 安 全評 価 は， そ の対 象 が内 的事 象 な の か外 的事 象 なの か ，外 的 事

象 で あ る場 合 ， そ の対 象 が 地震 な のか津 波 な の か ， はた ま た航 空機 墜落 で あ

るの か な ど， 評価 対 象 ご とに基 礎 とな るデ ー タの量 や 質 ， 手法 の成 熟度 が異

な るた め，評 価 結 果 の信 頼 性に疑 義 が 呈 され る こ とも あ るが ，考 え得 る全 て

の リス ク要 素 を取 り込 んだ 上 で定 量 的 な評 価 を行 うこ とが で き る等 の利 点 が

あ り， 工学 的 な判 断 に とって 有用 で あ る とされ て きた （丙B第66号 証7ペ

ー ジ
， 丙B第60号 証2ペ ー ジ，丙B第30号 証13，23ペ ー ジ，丙B第

12号 証13ペ ー ジ ，丙B第72号 証9，10ペ ー ジ， 丙B第76号 証15

ない し18ペ ー ジ）。

＊3前 記基本ガイ ドラインでは，「施設を構成する機器 ・系統等を対象 として，発生する可能性がある

事象 （事故・故障）を網羅的・系統的に分析 ・評価 し，それぞれの事象の発生確率 （又は頻度） と，万

一それらが発生 した場合の被害の大きさとを定量的に評価す る方法 をい う
。原子力発電所を対象 と

する場合には，過渡事象，原子炉冷却材喪失事故等の事象 （起因事象）の発生に影響を緩和するた

めの設備 の機能喪失等が加わ り，原子炉の損傷，格納容器の破損等に至る可能性がある事故シーケ

ンスを網羅的に摘出 し，その発生確率 （又は頻度）を評価 し， さらに周辺公衆が受ける健康 リスク

を評価する。」 （同号証4ペ ージ）と説明されている。
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なお，我 が国の原子力安全規制では，従来 か ら，地震津波等の 自然事象 に

対す る安全性 を含 めて，主 として決定論 的評価 に基づいて規制判断が行 われ

てきたが （甲A第185号 証26な い し28ペ ージ，丙B第30号 証5な い

し13，23な い し25ペ ー ジ，丙B第45号 証22，23ペ ージ，丙B第

12号 証9な い し13ペ ー ジ，丙B第66号 証2ペ ー ジ，丙B第29号 証7

ない し34ペ ージ，丙B第60号 証2な い し11ペ ージ，丙B第72号 証2，

3ペ ージ），原子力安全委員会 が，遅 くとも平成12年1月 に，原子力安全委

員会 の当面の施策 の基本方針 として安全 目標等 の リスク概念の重要性 に言及

し， これ ら概念 の規制への導入 を検討す る方針 を示 してか らは （丙A第19

0号 証），米国における検討経過 との比較検討 （丙A第191号 証4な い し9

ペー ジ）等 を踏 まえ，確率論的手法 で得 られ る種 々の リス ク情報 が従来の決

定論的手法 に基づ く規制 を補完 し，進化 させ得 るとの理解 が広 ま り，原子力

安全規制への確 率論 的手法 の導入に向けた制度 的基盤 の整備等 が議論 され る

よ うになった （丙A第192号 証3な い し5ペ ー ジ参照）。この点については，

後記第3で 詳述す るが，規制行政庁であ る保安院は，平成13年1月 の発足

直後か ら，従来 の決定論 的規制 を行 う一方 で，将来の確率論的安全評価手法

の規制へ の導入 を見据 え，必要 となる制度 的基盤や知識基盤 の整備 な ど リス

ク情報 を活用 した規制活動 に向 けた取組 を進 めてお り，特 に， リス ク情報 の

規制への活用は，規制判断の科学的合理性や透 明性の確保 ，効果的 ・効率的

な安全規制 の実現等 の重要 な意義 を有 し，原子力安全規制 の 目指すべ き方 向

である としてきた （丙A第193号 証13，14ペ ー ジ）のであ るか ら，後

記第4で 詳述す る津波に対す る安全規制への確 率論的手法の活用 に向けた取

組 の合理性 も， リスク情報 の規制への活用 を 目指 した規制行 政庁 の取組の全

体像 を踏 まえた上で適切 に評価 されなけれ ばな らず ，特定の発 電所 に新たな

津波対策 を講 じさせ るこ とに結び付いたか否か とい う結果論のみに基づいて

恣意的な評価 が され てはな らない とい うべ きである。
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第3被 告国が，従来の決 定論的規制 を行 うの と並行 し，確率論的手法 を取 り入

れた規制 を導入するた めに必要 となる制度的基盤及 び知識基盤の整備 に向け

て取 り組んでいた こと

1保 安院発足前の状況について

被 告国の原子力安全規制 の分野では，平成13年1月 の中央省庁再編 に伴

う保安院の発足前か ら，確率論的手法 に より得 られ る リスク情報 （リスク評

価結果そ のもの及び系統 ・機器等の リスクに対す る情報等） を規制 に取 り入

れ る必要性が認識 されていた。例 えば，通商産業省 （当時） が平成4年 に全

事業者 に要請 したアクシデ ン トマネ ジメ ン ト （AM） 策の整備や定期安全 レ

ビュー （PSR） の実施は， リスク情報が規制に活用 された一一例 である。

そ して，原子力安全委員会は，保安院の発足直前 の平成12年1月 ，国内

外の動 向等 を踏ま え，当面の施策 の基本方針 の中で リスク評価 の活用推進 を

掲 げた ほか，同年9月 には安全 目標専門部会 を設置 し，いわゆ る安全 目標 の

策定 に向 けた議論 を開始 した （丙A第190号 証2ペ ー ジ，丙A第194号

証20，21ペ ージ参照）。

また，総合 資源エネル ギー調査会原子力安全 ・保安部会 は，平成12年1

2月 か ら先行 的に保安院の規制課題 の抽 出 と対応 の方 向性 を検討 していた と

ころ，平成13年1月 の経済産業大臣による諮問 （「昨今 の環境変化 を踏 まえ

た今後の原子力の安全確保の在 り方はいかにあるべ きか」）を受 け，同年6月 ，

報告書 「総合資源エネル ギー調査会原子力安全 ・保安部会報告～原子力の安

全基盤の確保 について～」 （丙A第188号 証）を取 りま とめ，科学的 ・合理

的な安全規制 を 目指 し，「確率論的安全評価手法が進歩 してきてい るこ とを踏

まえ，規制対象 ごとに リスクを適切 に評価す る ことによ り，技術基準の整備

・見直 し等を行い，均衡の とれた安全規制 を行 ってい くこ とも必要である。」

（同号証8ペ ージ） として リス ク評価 の活用推進 を特記 した。

この よ うに，被告 国の原子力安全規制 においては，保安院の発足前 か ら，
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よ り一層の科学的 ・合理的 な安全規制 を 目指 し，従来 か らの決 定論的手法に

基づ く規制 を補完すべ く，確率論的安全評価 な どの リス ク評価 の活用 に向 け

て検討 を進 めることが規制機 関の取 り組むべ き重要 な課題 である と認識 され

ていた。

2保 安院発足後の制度的基盤等の整備に向 けた取組状況

（1）制度的基盤

保 安院は，平成13年1月 の発足直後 か ら，従 来か らの決定論的手法 に

依拠 した現実の規制活動 を行 う一方，以下に述べ るよ うに，確 率論的手法

に よ り得 られ る リスク情報 を規制活動に取 り入れ るため，制度的基盤及び

知識基盤 の整備 を順次進 めた。

すなわち，保安院 は，平成13年1月 か ら平成14年10月 までの間，

確率論 的手法 を用いた全電気事業者 のアクシデ ン トマネ ジメン ト策の有効

性評価結果 の検討 （丙A第46号 証）や原子力施設 に対す る航 空機落下評

価基準 の策定 （丙A第195号 証）の際に，確率論的手法 を規制判断 に活

用 してきた ことか ら，従 来の決 定論的 な評価 に基づ く判 断に加 えて，確率

論的手法か ら得 られ る リスク情報 の活用が 「規制 当局，事業者それぞれ に

とって，工学的判 断の客観性や合理性 を向上 させ ることを可能 とし，その

結果安全規制 が求 める安全 レベル の達成状況の評価や ，事業者 の安全確保

活動の検討に対 して有益 な情報 を与 える」 （丙A第196号 証3ペ ージ） こ

とが期待 され る状況 となった。

その後，平成15年8月 ，安全 目標専門部会 は，原子力安全委員会 に対

し，安全 目標に関する調査審議 状況の中間取 りま とめ （甲A第113号 証）

を報告 し，我 が国の安全規制活動に よって達成 し得 るリスクの抑制水準 （安

全 目標案） を提案 した上で，安全 目標 の適用 について，「将来，安全 目標 の

適用経験が積まれ，かつ，リス ク評価結果 に対す る信頼性 が一層高まれ ば，

個別施設 の安全性 を安全 目標 に照 らして判断す るよ うな利用や，さらには，

6



原子力施設 の設計手法 において安全 目標 が活用 され ることもあ り得 ると考

え られ る。」 （同号証20ペ ージ） とした。

そ して，原子力安全委員会 は，同年11月 ， リスク情報 を活用 した規制

を 「多重防護 の考 え方 を基本 的に堅持 しつつ，従来 の工学的判断や決定論

的評価 に基づ く規制 を，定量的 ・確 率論的 な評価 に より得 られ る リスク情

報 を活用す ることによって補完 し，進化 ・進歩 させてい くもの」 （丙A第1

92号 証3ペ ー ジ） と位置づ けた上で， 「将来的には，現在検討 を進 めてい

る安全 目標 を考慮 に入れ て，また，多重 防護 の考 え方 を適用す る際の保守

性 に リスク情報 を考慮す ることな どによ り，設計，建設段階 を含 めた安全

確保体制全体 として， リスク情報 を活用 した規制 の導入 を体系的に検討 し

てい くことが 目標 になる」 （同ページ） として， リスク情報を本格 的に規制

に導入す る ことを基本方針 とし，規制行政庁 ・事業者 における この基本方

針 に基 づいた具体的な安全確保 ・安全規制の活動へ の導入 についての積極

的 な検討 と，学協会や研究機 関等における リス ク評価 に関す る民間規格 の

整備及び安全研究の実施等を期待す る旨決定 した （同号証5ペ ージ）。

これ らを受 けて，保安院 は， 同年12月 ，原子力安全 ・保安部会 におい

て， 「原子力安全委員会 の基本方針や原子力安全 ・保安部会 の提言 を踏 まえ

つつ，原子力安全規制 によ り広範 に リス ク情報 を活用す るための具体的方

法 について検討 を行 うこ ととす る。」 （丙A第196号 証2ペ ージ） として

リスク情報の規制へ の取 り入れ を具体的 に検討す る旨表 明す る とともに，

原則 として原子力施設 の立地，設計，建設 ，運転，検査及び廃止措置等全

ての段 階を対象 として確率論 的評価で得 られ る リスク情報 を規制 に活用す

るこ と，当面の主た る検討対象 を，原子力発電所 におけ るレベル1PSA

（内的 ・外的事象の発生頻度等の検討か ら炉心損傷頻度 を推計す るもの）一

の結果 か ら得 られ る リスク情報 （炉心損傷頻度や それへの寄与因子 ，不確

実 さ等の情報）とす ること等の基本的な方針 を示 し （同号証3，4ペ ージ），
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種 々の検 討 を開始 した （丙A第191号 証 ）。

さ らに，保 安 院 は， そ の後 の検 討 を経 て，平 成17年2月 ， 「リス ク情報

活 用検 討 会 」を保 安部 会 の 下 に設 置 し，同年5月 ，「原 子力 安全 規 制へ の 『リ

ス ク情報 』 活用 の基本 的 考 え方」 （丙A第193号 証 ）及 び 「原 子力 安 全規

制 へ の 『リス ク情報 』 活 用 の当 面 の実 施 計 画 」 を策 定 公表 す るな ど， この

分 野 で先 行 す る米 国 の規 制 体 系 に な ら うほか ，原 子 力 安 全委 員 会 にお け る

安 全 目標 の策 定 に向 けた議 論 や これ に 引 き続 い て行 われ た 地震 ・津 波 等 を

も対象 とす る性 能 目標 値 の設 定 に 向 けた議 論 （甲A第114号 証4，41

ペ ー ジ等）， 耐震 設 計審 査 指針 の改 訂 に向 けた議 論 の推移 を注視 しつ つ， リ

ス ク情 報 を活 用 した 規 制活 動 を実施 し， 段 階 的 な適 用 拡 大 と将 来的 な定着

を図 るた め ，必 要 とな る制 度 的 基盤 の整 備 を進 め て いた （丙A第197号

証4－2－1な い し4－2－14及 び4－1－9） 。

（2）リス ク情 報 を活 用 した規制 活動 に向 けた取 組

も っ とも，制 度 的 基盤 の整 備 をい か に進 め よ う とも，保 安 院 が 「リス ク

情 報 の活 用 に先 立 っ て，標 準 的 なPSA手 法 が 学協 会 で規 格化 され ， そ の

手 法 に よっ てPSAが 実施 され る こ とが必 要 で あ る。 当院 と して は， 学 協

会 のPSA手 法 レ ビュー に協 力 す る とと もに， 事 業者 に対 して も こ うして

規 格 化 され た手 法 で のPSAの 実施 を勧 め てい く。」 （丙A第196号 証4

ペ ー ジ， 丙A第191号 証2ペ ー ジ） と してい る とお り，確 率論 的安 全 評

価 の手 法 を安全 規 制 に活 用す るた め には ，学 協 会規 格 の整 備 等 を通 じて手

法 の信 頼 性を確 保 す る こ とが必 要 に な る。

そ こで，保 安 院 は ，前記 （1）の よ うな制 度 的基 盤 の整備 と並行 して，確 率

論 的安 全評 価 の 手法 の信 頼 性確 保 の た め に知 識 基盤 を整 備 す る こ とに も注

力 して いた。

す なわ ち ，経 済 産 業 大 臣 は ，独 立行 政 法 人 通 則法 に定 め られ た ，所 管 法

人 の 中長期 目標 を 定 め，指 示 す る権 限 に基 づ き， 平成15年10． 月にJN
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ESが 発 足 す る際 ，平成19年3． 月31日 ま での第1期 中期 目標 として 「許

認 可 にお け る審 査 とは別 に，事 業者 が安全性 の一層 の向上 のた め に行 う （中

略） 確 率論 的 安全 評価 （PSA） ， ア クシデ ン トマネ ー ジ メ ン ト等 の安 全評

価 を機構 も独 自に評価 す る （中略 ） こ とが求 め られ る。 （中略 ）原 子炉 施設

等 の 安 全解 析 にお い て新 しい知 見 等 を取 り入れ ， そ の精 度 の向 上等 を図 る

ため ，安 全解析 コー ド及 び評 価 手 法 の開発 又 は改 良 を行 う」 （丙A第198

号 証 中期 目標7，8ペ ー ジ） と し，確 率論 的 安全 評 価 手 法 の整 備 を指 示 し

た。

これ を受 け て，JNESは ， 平 成15年10月2日 に認 可 され た 中期 計

画 （丙A第199号 証13ペ ー ジ） にお い て， 「火 災 ・地震 等 の外 的事 象 等

に対す る解 析 コー ド及 び その入 力 の整 備 を通 してPSA手 法 に反 映す る。」

と した 上 で ，第1期 中期 計 画 期 間 内で あ る平 成16年 頃 か ら， 地震 及 び火

災 に 引 き続 い て津 波PSA手 法 の開 発 を本 格化 させ ，学 会 発 表や 成 果 報 告

書 の公 表等 で一 定 の成 果 を上 げて い る （丙A第200号 証 ，丙A第201

号 証 ，丙A第202号 証等 ）。 そ して ，JNESは ，福 島第一 発 電所 事故 直

前 の時 期 に 当た る平 成22年 度 の安 全研 究 計 画 （丙A第203号 証 ） にお

い て， 耐震 設 計審 査 指針 で は ，津 波PSAの 実施 が 明示 的 に は要求 され な

か った もの の ， 地震 や火 災 ，津 波 の定 量 的 な リス ク評 価 基 盤 を確 立す る こ

とが規 制 にお け る説 明 責任 を充 足 す るた め に必 要 で あ る との認 識 を示 した

上 で （同号 証81，82ペ ー ジ），PSAの 一部 に当 た る津波 ハ ザー ド評価

手 法 の 高度化 が一 定程度 進 展 して きた こ とを前提 に， 「津 波PSAモ デル に

つ い て は， 外 的事 象 に起 因す る リス ク に関す る社 会 的 関心 に応 える た め，

な るべ く早 い 時期 に成 果 が必 要 で あ る。」 と し，平成25年 度 までの研 究 実

施 計 画 に盛 り込 ん でい た （同 号証71，83ペ ー ジ）。

しか しなが ら， 「PSA手 法 の成 熟度 は ，地震 や津 波 等 の それ ぞれ の誘 因

事 象 に係 る知 見 の集 積 状況 に よっ て異 な る」 （丙B第29号 証24ペ ー ジ）
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ところ，地震大国である我が国において，地震 と津波の間には，知見の集

積状況等 に大きな違 いがあった。

具体的 には，地震PSA手 法の開発が，昭和60年 頃，つま りJNES

の発足す るはるか以前 か ら， 旧 日本原子力研究所 （現 日本原子力研究開発

機構） を中心 に進 め られて知見が進展 し，平成13年6月 に耐震設計審査

指針 の改訂作業 が始め られ る契機 の一っ ともなった上 （同号証23，25，

30ペ ージ），平成19年 には 日本原子力学会 によ り学協会規格 として地震

PRA標 準 が策定 され るに至 った一方 ，津波PSAの 手法は，後記第4で

詳 述す る とお り，福 島第一発電所事故 時において もなお，実際の施設への

適用 に不可欠 なフラジ リテ ィデー タ （機器 ・設備 の脆弱性 ）の不足等 の理

由によ り知 見 として確 立 してお らず，JNESが 日本原子力学会 のPRA

標 準策定時の反映 を 目指 して研 究 を進 めるな どしていた ものの，学協会規

格の整備には至 らなかった ものである （丙A第202号 証23ペ ージ参照）。

そ して，平成18年9月 の耐震設計審査指針 の改訂時点 にお ける工学的

知見 としての到達点 を見た場合 ，地震PSAに つ いては，上記 の知見 の進

展等 を踏ま えて，事業者 に対 し，基準地震動の策 定の際 の確 率論 的検討 を

求 め，地震PSAの 一構城 要素 である確率論的地震ハザー ド解析結果 を参

照す る ことを規制要求 とす ることがで きたが，津波PSAに ついては，い

まだ既存の施設 に適用で きるレベル には達 してお らず，津波 に対す る安全

評価 の際 に確 率論的検討 を要す る旨の規定 を設 けるには至 っていなかった

（丙A第203号 証，丙A第204号 証の1及 び2， 丙A第205号 証）。

この よ うに，保安院は，その発足直後 か ら，従 来か らの決定論 的手法 に

基づ く規制活動 を行 うの と並行 して，確率論的手法 の規制への導入 のた め

に必要 となる制度的基盤及 び外的事象 を対象 とす るPSAを 含 めた知識基

盤の整備 に向けた取組 を実施 していたのであるか ら，平成14年7月 の 「長

期評価 の見解 」の公表 を受 けた同年8月 の被告東電 の方針及び これ に対す
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る保安院 の対応 は，そ うした保安院の規制課題全体への取組 と軌 を一にす

るものであると理解 されなけれ ばな らない。

第4津 波 を対象 と した確率論的安全評価 と確率論的津波ハザー ド解析手法及び

これ らの確立に向けた経過等

1津 波 を対象 と した確率論的安全評価の前提 として

既 に述べ た とお り，我 が国の原子力発電所の津波 に対す る安全性 について

は，福 島第一発電所事 故前 ，被告 国 も事業者 も主 として決定論 的手法 に基づ

いて評価及び判断を行 ってきた （丙B第66号 証2ペ ージ等）。

特 に，平成14年2月 の津波評価技術 の公 表時において，津波評価技術 に

基づ く津波評価 には， 当時の 「具体的な根拠 を持 った理学的知見は全て取 り

込」まれていた （丙B第30号 証9ペ ー ジ）上， 「パ ラメー タスタデ ィで補 え

る不確 実 さが合理的な根拠 をもって事業者 に津波対策 を求 めることのできる

津波水位の上限値 であ」（丙B第45号 証18ペ ージ）ると考え られ ていた し，

これ によって導 き出 された津波評価結果 は，平成18年 に公 表 され た中央防

災会議 「日本海溝 ・千島海溝報告書」 の結果 と比較 しても安全寄 りに判断 さ

れてい るものでもあった。

そのた め，事業者及び国のいずれにおいて も，津波評価技術 に基づ く津波

評価 は， 当時の工学的判断の常識 に照 らし，原子力発電所 の津波対策 を決定

論的手法 によ り行 う上で基本的 に十二分 な保守性 を有す るもの と考え られて

お り， 当該結果 に対 して有効 な津波対策 が講 じられ ていれ ば，津波 によ り施

設の安全機能 が影響 を受 けるおそれ はない もの と判断 されていた。

2津 波を対象 と した確率論的安全評価 とその前提 となる確率論的津波ハザー

ド解析手法の確立に向 けた経過について

（1）津 波を対象 と した確率論的安全評価 とその前提 となる確率論的津波ハザ

ー ド解析手法の確立に向 けた契機
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もっ とも，津波評価技術 に基づ く評価結果が津波の想定 に伴 う不確か さ

を考慮 した保守 的な評価 である とい えるとしても，それ が代表事象 を選定

して行 う決 定論 的手法で あるがゆえに，その評価 結果 に どの程 度の不確 か

さが織 り込まれ ているのか等 を定量的に把握す るこ とが難 しい面がある こ

とは否定できない （丙B第30号 証2ペ ー ジ）。

一方
，確 率論 的手法 によれ ば，単 に理 学的根拠 をもって発生可能性 を否

定できない とい うに とどま り，決定論 的手法 では取 り入れ る ことが困難 な

波源 に関す る未成熟 な知見 も含 めて，広 く評価 の基礎 に取 り入れ ることが

でき るため， よ り合理的な工学的判 断 を行 うことが期待 できる （丙B第7

2号 証9，10ペ ージ）。

しかる ところ，津波評価技術 が策定 され た平成14年2月 当時，既 に原

子力安全委員会 において耐震設計審査指針 の全面改訂 に向けた抜本 的な議

論 （平成13年6月 開始）が行 われていた ところ，その 中では，確率論的

安全評価 を指針 に どのよ うに取 り込むかに関す る議論 も行 われていた上 （丙

A第206号 証），将来的に，津波に対す る安全性評価 に確率論的手法が採

用 され ることも見込 まれ る状況 にあった （丙A第207号 証1ペ ージ 〔8

枚 目〕）。

そ こで，土木 学会 では，平成14年2月 の津波評価技術 の策定 に引き続

き，平成15年6月 か ら平成17年9月 まで及び平成19年1月 か ら平成

21年3月 までの2期 の間，津波評価の更な る高度化 を図 るため，確率論

的津波ハザー ド解析手法 の研 究開発 を進 めた （丙B第60号 証5ペ ージ，

丙B第30号 証12，13，23ペ ー ジ，丙A第207号 証iペ ージ 〔2

枚 目〕，丙B第72号 証9ペ ー ジ）。

（2）津波 を対象 と した確率論的安全評価 とその前提 となる確率論的津波ハザ

ー ド解析手法の説明 と確立に向けた取組

ア 津波 を対象 とした確 率論 的安全評価 は，以下の図表1に 示す とお り，
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基本 的 に ，① 津波 ハ ザー ド評 価 ，② 機器 フ ラジ リテ ィ評価 ，③ 事 故 シ ー

ケ ンス評 価 の3つ の要 素 に よ り構 成 され てい る。

［図表1］ 丙A第208号 証7ペ ージより
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津波ハザード評価では，引き波時のリスクも存在することから，引き波のリスク

評価 のために，最小波高 （引き波）側もハザード曲線として表す場合がある

これ ら3つ の要素の内容 を具体的に述べ ると， 「津波ハザー ド評価で

は，地震 に起因す る津波 を対象 とし，震源位置や規模，発生頻度 などの

不確 か さを考慮 してモデル化す るとともに，海底地形 の影響 を考慮 した

津波伝播 をモデル化 して数値解析 によ り原子力発電所沿岸 における津波

波高の経時変化 を算定 し，最大波高 （押 し波）お よび最小波高 （引き波）

を求める。 そ して，各モデル によ り求めた波高 の値 を中央値 とす る確率

分布関数 を仮定 し，津波波高 と発生確率 の関係 として津波ハザー ド曲線

を算出す る。 なお，震源お よび津波伝播 のモデル化 には不確か さが存在
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す るため， これをロジックツ リー として表 し，津波ハザー ド評価 に取 り

入れてい る。また，機器 フラジ リテ ィ評価 では，押 し波 による重要機器

の冠水や流砂 に よる取水 ピッ トの埋没 ，引き波 による冷却水の不足な ど，

損傷モー ドを考慮 して機能喪失確 率を算出す る。そ して，事故 シーケン

ス評価で，津波に よる事故 シナ リオを考慮 して炉心損傷 に至 る確率を評

価 し，津波ハザー ド評価 と組み合 わせ て炉 心損傷頻度 を評価す る」 （丙

A第201号 証1，2ペ ージ） とい うもので ある。

イ この うち，確 率論的津波ハザー ド解析 は，上記 「①津波ハ ザー ド評価」

を行 うもので，特定期 間にお ける津波高 さと超過確率 の関係 を求める手

法である。

この解析手法では，波源等 に関す る専 門家意見のば らつ きをロジ ック

ツ リーの重み付 けで再現す るな ど，考 え得 る不確 か さを網羅的 ・系統的

に取 り込んだ上で確率計算 を行い，結果 として対象地点に特定の高 さ以上

の津波が到来す る確 率 （年超過確 率） を推計 し，津波ハザー ド曲線 とし

て表現す ることになってい る。

そ して，水害対策の専 門家で ある高橋智幸教授 （以下 「高橋教授」 と

い う。関西大学社会安全 学部教授）の意 見書 ’（丙B第72号 証9，10

ペ ージ）で述べ られてい るよ うに，確 率論 的手法 を用いて得 られ る確率

論的津波ハザー ド解析の結果 と，従前の決定論 的評価 に基づ く判断で定め

た設計上の基準 とを対照す ることによ り，現時点での設計基準の妥 当性の

確認 ，言 い換 えれ ば，現時点の津波対策 が対処 してい るハザー ドの程度

や ，設計上の想定 を超 える津波 が到来す る リスク （いわば津波 における

「残余の リスク」）の程度等を確認す ることができるし，確率論的津波ハ

ザー ド解析 の手法及び これに よ り得 られ た結果 に対す る信頼性 が増 して

い けば，確率論的津波ハザー ド解析の結果 を決定論 的安全評価 に基づ く

判断によ り講 じた対策 の見直 しの要否 を検討す る契機 として用い るなど，
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津 波 対 策 に係 る判 断 の重 要 な 考慮 要 素 とす る こ ともで き るよ うに な るの

で あ る。

ウ しか る とこ ろ， 以 下 に示 す 図表2は ，福 島第 一 発 電 所事 故 前 ，被 告 東

電 が ，確 率論 的：津波 ハ ザ ー ド解 析 手 法 の研 究 過 程 にお い て発 表 した い わ

ゆ るマイ ア ミ論 文 （甲A第41号 証 の1，2） 及 び 同論 文 の共 同執 筆 者

で あ る酒 井博 士 の意 見書 よ り抜粋 した もの で あ るが， 同表 中 の図1の 赤

丸部 分 が示 す とお り，津 波 波 源設 定 の 「不確 か さ」 が ロジ ック ツ リー の

分 岐 に設 け られ て お り， 図2の とお り， 日本 海 溝 沿 い の津波 地 震発 生 に

関 し， （a） の とお り， 「長 期 評価 の見 解 」 を前 提 に した ロジ ック ツ リー

の 分 岐 が組 まれ ， 津 波 地震 が特 定 の領 域 で の み発 生す る との見 解 の 中に

あ る分 岐 の 間で ， 専 門家 意 見 の ば らつ き を再 現 す るた め に専 門家 に よ る

重 み付 けア ンケー トを踏 ま えた検討 が行 われ た。

ま た ， 図表2中 の右 側 のハ ザ ー ド曲線 は，福 島第 一 発 電所 事 故 前 ，福

島第 一発 電所1号 機 をモ デル に研 究途 上 の確 率論 的津 波 ハ ザー ド解 析 手

法 を適 用 した結 果 を記 した もので あ るが， これ に よれ ば， 同1号 機 にお

い て，O．P． ＋10メ ー トル を超 え る津 波 が 発 生す る年超 過 確 率 は，

10－5を 下回 り10－6と の間 ，つ ま り，10万 年 か ら100万 年 に1回

程 度 の超過 確 率 で あ る と推 計 され て い る。 この 数値 は ，原子 力 安 全 委員

会 安 全 目標 専 門部 会 が 平成18年4月 に 同委員 会 に報告 した性 能 目標 の

うち，原 子 炉施 設 の シ ビアア クシデ ン トの発 生 頻 度 の 目安 とな る炉 心 損

傷 頻 度 （CDF）10－4／ 年 程 度 （甲A第114号 証5，13，26ペ

ー ジ） を下 回 って い る。
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［図表2］ 甲A第41号 証の2・3ないし5ページより

● 確率論的津波ハザード解析手法の研究例 丙B第60号 証別添資料1枚 目より

弓

00；

上 昇側 でO．P． 十

10メー トル を超 える

津 波 の年超 過確 率

は10万 年 から100

万年 に1回 の確 率

エ もっ とも， これ らの 手法 は，学 協 会 に よ る民 間規格 が整 備 され て い な

い 状況 下 で の研 究途 上 の もので あ るこ とな どか ら， そ の結 果 自体 か ら直

ち に津 波 対 策 の 見 直 しの要 否 等 に 関す る工 学 的 な判 断 を行 うこ とが で き

る段 階 に は なか っ た もので あ る （丙B第60号 証8，9ペ ー ジ， 丙B第

66号 証13，14ペ ー ジ）。 また ，仮 に ，そ の結 果 に基 づ いて何 らか の

工 学 的 な判 断 を行 うに して も， それ は， 規制 上 の要 求 を超 え ，事 業者 が

自主 的 な安 全性 向 上 に 向 けた独 自の取組 （例 え ば，他 の外 的 事 象 へ の対

策 との優 先 関係 の判 断等 ） を行 う際 の参 考 資料 とす る とい っ た程 度 に と

どま り，そ の結 果 か ら何 ら規 制要 求 を導 くこ とはで きな か っ た もの で あ

る し （丙B第12号 証12ペ ー ジ，丙B第66号 証13，14ペ ー ジ），

この点 をお いた として も，山 口教授 に，「原 子 力安 全委 員 会 が2006（ 平
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成18） 年 に公表 した性能 目標 にある炉心損傷頻度 は 『1．OE－04』

です か ら，上のハザー ド曲線 における0．P． ＋10．Omの 津波高 さ

を超 える津波 の発生す る年超過確率 は，この性能 目標 に適合 してい る と

言 えます。そ して，仮 に本件事故前 ，東電の経営層が，長期評価の見解

が ロジ ックツ リーの分岐 として考慮 されて この よ うな津波ハザー ド曲線

となった と担 当者 か ら説明 を受 けた として も，他 の外的事象にお けるハ

ザー ド評価す ら見ず に，地震や火 災 と同程度又 はそれ以上の優先度 を津

波に与えて， このハザー ド曲線 を根拠 に0．P． ＋10．Omの 敷地が

浸水す ることを想 定 した施設 ・設備 の設計見直 しをす る との経営判断 を

行 うのは，常識的には難 しか った ろ うと思います。」 （同号証13，14

ページ） と評 されている ところで ある。

いずれ に して も，被告東電は，平成14年8月 ， 「長期評価の見解 」に

ついて，決 定論的評価 に取 り込 むには具体性 を欠 く上，理学的根拠 も乏

しい ものであ るが （丙B第72号 証3な い し5ペ ー ジ），推進本部が公表

した 「理学的に否定で きない知 見」で あるとの社会的意義 を踏ま え， こ

れ を無視 す ることな くリス ク評価 に取 り込むこ ととし，確率論的評価 の

中に適切 に位 置づける方針 を採 った と考 えられ る ところ，かかる被告東

電の方針及び これ を了承 した 当時の保安院耐震班の対応 は，耐震設計審

査指針が改訂 中であった こ とや ，確率論的手法 には決定論的手法に基づ

く判断 を補完 し得 る とい う機 能が期待 されエいた ことな どの当時の状況

に照 らし，工学的な合理性があ るとい うべきである。

この点については，原子力工学 とリスク論 を専 門 とす る山 口教授が，「決

定論 的手法で はカバーで きない不確 か さの 中に重要な シナ リオが残 って

い るか もしれない とい う観 点か ら，考 え得 る全 ての不確 か さを定量化 し

た上で意思決定 に資す る資料 を提供す るのが確 率論的 リス ク評価 の本質

です。 （中略）決定論では不確 か さを理 由に直 ちに取 り込む ことがで きな
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い よ うな知 見を含 めて確率論で取 り込 も うとす るその判断は，それ 自体

は合理 的です。保安院 としても， リスク情報の活用 を積極的に検討 しよ

うとしていた中にあって，それ を否定す る理 由はなかったはずです。」（丙

B第66号 証11，12ペ ージ）と述べてい ることや，高橋智幸教授が，

「地震の発生領域 等，我 々の知識 不足等 か ら避iけることので きない不確

か さに対処す るた めには，確率論 的手法 （特 にロジックツ リー法） が有

効である とされてい る」 （丙B第72号 証3ペ ー ジ） と述べていることか

らも裏付け られてい る。

オ その後，平成18年9月 に改訂 され た耐震設計審査指針 では， 「（被告

国注 ：確 率論 的）手法の成熟度 に関す る認識 において専門家間で もかな

りのば らつ きや不一致があ ること，原子力安全規制上 の リス クに対す る

明確 な定量的 目標値 （引用者注 ：原子力安全規制 を進 める上で達成 を 目

指す 目標 となる安全 目標及び これへの適合性 を判 断す るための補助的 な

目標 とな る性能 目標 ）が未設定で ある とい う現状等を踏 まえ，なお今後

の検討 に委 ねるべ き事項があるとの理 由によ り」（甲A第51号 証末尾 〔耐

震指針検討分科会 の見解3ペ ー ジ〕），基準地震動 の策定の際 に確 率論的

地震ハザー ド解析結果を参照す るよ うに求 める旨の規 定が設 けられ たに

とどま り，津波 に対す る安全性評価 において は，確 率論的安全評価結果

の 「参照」 を求 める規定を設 けるこ とが可能 にな るほ どの知見の進展 ・

確 立には至 らず ，後記3の とお り，福 島第一発電所事故後の平成23年

12月 に 日本原子力学会が 「津波PRA標 準」 を策 定す るまで，津波P

SAに 関す る学会標 準はなかった。

この点，上記の よ うに確率論的安 全評価手法の検討 が進展 しなかった

のは， 山口教授及び阿部博士の各意 見書 （丙B第66号 証9な い し11

ペー ジ，丙B第29号 証24ペ ー ジ） の とお り，地震等の他 の事象 との

関係 にお ける学会標 準が必要 とされ る優先度の違 いや，PSA手 法の開
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発 に資す る関連知見 の集積状況等 の様 々な要 因，すなわち学術的進展結

果 の限界 によるものであ り，少な くとも平成14年8月 以降の被告東 電

の上記方針 を含 む各種対応 は，原子炉設置者 と して，原 子力安全委員 会

での指針の改訂 に向けた議論の推移 を見なが ら，適時適切 な対応 を行 っ

ていた もの と評価すべ きである し， これ を受 けた被告国の対応 の工学的

合理性 が否定 され るもので もない。

3津 波 を対象 と した確率論 的安全評価 と確率論的津波ハザー ド解析手法の現

状 について

（1）福 島第一発電所事故後 に公表 された津波PSA手 法に関す る民間規格に

ついて

ア 土木学会による 「確率論的津波ハザー ド解析の方法」について

（ア）策定の経緯

前記 の とお り，土木学会 では，平成15年 か ら，「原子力安全委員会

では耐震安全性評価 にお ける確率論的評価 （PSA） の導入 が議論 さ

れ ，将来的には津波 に対す る安全性評価 について も確率論 的評価の実

用化 が必要な情勢 にあるこ と」 （丙A第209号 証 「1ま えがき」1

ペ ージ） を踏 まえて，確率論的津波ハザー ド評価手法の標 準化 を図 る

ために同手法の開発 を進 めた。

そ して，土木学会 は，平成21年3月 ，上記手法 の開発 に関す る中

間取 りま とめ として 「確率論的津波ハザー ド解析 の方法 （案）」 をま と

めていたが，福 島第一発電所事 故後 の平成23年9月 ，津波 の確 率論

的評価 の必要性 の高 ま りを受 け，上記案 に図面の不備等の修正 を加 え

た ものを報告書 として公表 した （丙A第209号 証iペ ージ）。

（イ） 「確率論的津波ハザー ド解析の方法」の内容及び同手法における 「長

期評価の見解」の取扱 い等

a土 木学会 に よる 「確率論的津波ハザー ド解析 の方法」 は，確 率論
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的津波ハザー ド解析 の実施手順や適 用例 を研究成果 としてま とめた

ものであ り，確率論的津波ハザー ド解析 を一構成要素 とす る津波P

SAの 開発 に資す るのはもとよ り，決定論 的津波評価及び これ に基

づ く工学的判 断 と，確率論 的津波ハザー ド解析結果 とを対照す るこ

とによ り，決定論 に基づ く判 断の妥当性 を確認 し，ひいては，従 来

の判断の見直 しの要否 に関す る参考資料 を得 る ことにも資す るもの

である。 そ して， この 「確率論的津波ハザー ド解析 の方法」は， 日

本原子力学会 に よる規格 「確率論的津波ハザー ド解析 の方法」 は，

日本原子力学会 に よる規格 「原子力発電所 に対す る津波 を起因 とし

た確率論的 リスク評価 に関す る実施基準 ：2011」 （丙A第210

号証。以下 「津波PRA標 準」 とい う。） に取 り入れ られた。

bま た， 「確率論的津波ハ ザー ド解析 の方法」 における 「長期評価の

見解」の取扱 いについてみ るに，まず，確率論的津波ハザー ド解析

には種々の解析モデルが必要 となる ところ，上記 「確率論 的津波ハ

ザー ド解析 の方法」 は， 「発生領域」のモデル化 について， 「発生領

域 に関 しては，過去 に大地震 が発生 している場合 にはあま り問題 が

ないが，テ ク トニ クス的に見れ ば同 じよ うな環境で あるが，大地震

が発生 している領域 とそ うでない領域 がある場合 には簡 単でない。

このよ うな例 は， 日本海溝 沿いの津波地震や正断層地震 の場合 に見

られ る。 この よ うな問題 に対 しては ロジ ックツ リーで対処す るのが

有効 と考 え られ る。 日本海溝 沿いの津波地震や正 断層地震，お よび

日本海東縁部な どでは，大地震 が発 生す る領域 が完全 に分割 されて

いる （領域 をまたいだ断層 はない）か，あるい は連続 してい るかが

議論 にな る。 このよ うな問題 に対 して もロジ ックツ リーで対処す る

のが有効 と考 え られ る。」 （丙A第209号 証10，11ペ ー ジ） と

し， 「長期評価 の見解ゴ にまつ わる専門家意見のば らつ きに対 して ロ
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ジ ックツ リーで 対処 す る との考 え方 を示 して い る。

また ， 「長 期評 価 の 見解 」 で は 「Mt8．2前 後 」 と され たマ グニ

チ ュー ド範 囲 につ いて も， ロジ ッ クツ リー の分 岐 項 目 と して 取 り扱

い， 「現 実 に は1っ の値 に限 定 され な い と考 え られ る こ と， ま た津波

に対 してマ グニ チ ュー ドの影 響 が大 きい こ とか らマ グ ニチ ュー ドの

分布 幅 を考 え る。」 （同号証11ペ ー ジ） と して， 「基本 的 に0．3と

0．5を 設 定」 （同ペ ー ジ）す るな ど，不確 か さを考慮 した 大地震 の

モデ ル化 を行 った上 で ， 日本海 溝 沿 い の津波 地震 発 生領 域 （JTT）

にお け る ロジ ックツ リー を含 む海 域 別 のモ デ ル が例 と して示 され た

（同号証50な い し73ペ ー ジ）。

しか しな が ら，土木 学会 の検討 過 程 で は， 「長 期 評価 の見解 」 にま

つ わ る議 論 の よ うに， 「現 状 の研 究 の到 達段 階 で は結論 が1つ に決 め

られ ない 」 （同号 証29ペ ー ジ） 場合 に は 「ア ンケー トな どに よ り重

み を決 め る こ とが現 実的 」 （同ペ ー ジ） で ある との考 え方 を示 して い

るが ， 「理 想 的 に は， 目的 を明確 に把 握 した 『事務 局 』 の も とに 『専

門家 グル ー プ』 を組織 し，『分 岐案 の提 示→ 意 見 の集約 → 分 岐案 の再

提 示→ 意 見 の再 集約 → … 』 とい うプ ロセ ス を繰 り返 しなが ら分

岐案 を作成 し，その分岐案 に対す る重みを組織 した 『専門家 グルー

プ』及 び そ の他 の 『専 門家 』 に対 す るア ン ケー トに基 づ き設 定 す る

とい う手順 が望 ま しい と考 え られ る。 た だ し， （中略 ）検 討 すべ き問

題 は残 され て い る。」 （同 ペ ー ジ） とも指摘 す るほか ， ロジ ック ツ リ

ー の重 み付 け の集 計結 果 は， 「自然 科 学的 な意 味 で の正 しさ とは直接

関係 しない」 （同ペ ー ジ） と して， なお検討 課題 が残 って い る もの と

され ， 後 に述 べ る原 子 力 学 会 の 学会 標 準 で は別 の 専 門家 意 見 の ば ら

つ きの 再現 方 法 も提 案 され る な ど， こ こで実 施 され た 専 門家 ア ンケ

ー トが唯一 無 二 の方法 とは され なか った。
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また， 「本報告書で提示 したモデル と方法に より，原子力発電所の

津波ハザー ド曲線 を評価す る ことは可能 と考 え られ るが，結果の用

い方については，今後の課題 となっている。」（同号証141ペ ー ジ）

とされ るな ど， この報告 書に基づいて推計 した確率論的津波ハザー

ド解析結果 か ら，直 ちに津波対策の見直 しの要否等 に関す る工学的

な判断を行 うことができる段階 には至 らなかった。

イ 日本原子 力学会による 「津波PRA標 準」について

（ア）策定の経緯

日本原子力学会 では，平成11年 か ら 「技術 革新 のス ピー ドが速 い

原子力分 野において， コンセ ンサス となるPRA手 法の標準 を定め，

国が これ を規制行 政活動 のニー ズに応 じて利 用 してい くとい う好循環

を生み 出す ことを 目指 してPRAの 学会標準 を策定 して」 （丙B第66

号証9ペ ー ジ）いた ところ，外的事象 を起因 とす る学会標準について，

地震PRA標 準 （平成19年 ） の策定に続いて，平成22年1月 に内

部溢水PRA分 科会 を設置 し，発電所 内に施設 され る機器 の破損 に よ

る漏 水等の内部溢 水 を起因 とす る学会標準 の策定 に向けた検討 を進 め

ていた＊4。

その よ うな中で，津波PRA標 準について は，福 島第一発電所事故

の発 生 によ り，津波 を起因 とす る確 率論 的安全評価 の実施 の必要性 ・

緊急性 が認知 され，その結果 ，福島第一発電所事故の約2か 月後 に設

置 され た津波PRA分 科会にお ける検討 に基づ き，日本原子力学会は，

平成23年12月 に 「津波PRA標 準」 （丙A第210号 証） を策定 し

た （丙B第66号 証10ペ ージ）。

＊4外 部溢 水 であ る津 波 を起因 とす るPRAが 検討 対象 とされ てい なか った ことにつ いては， 山 口教

授 の意 見書 （丙B第66号 証10ペ ー ジ）参 照。
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津 波PRA標 準 に は，既 に述 べ た 土木 学会 の 「確 率 論 的 ハ ザー ド解

析 の方 法 」 やJNESに よる津波PSA手 法 の 開発 途 上 の成果 物 等 ，

福 島 第一 発 電 所 事 故前 の研 究 成 果 が多 く反 映 され て お り， この標 準 を

活 用 して 津波PRAを 実施 す る ことに よ り， 「当該 原 子 力発 電所 の津波

リス ク を知 り，津 波 耐性 の 正 しい理解 に基 づ く安 全 の維 持 ・向上 とア

ク シデ ン トマネ ジ メ ン ト計 画 の策 定 を， 効果 的 かつ 効 率 的 に行 うこ と

が で き る」 と され てい る （丙A第211号 証 ま え が き）。

（イ） 「津 波PRA標 準 」 の 内容 等

津 波PRA標 準 は ， 出力 運 転 状態 の原 子 力発 電所 にお いて 津 波 を起

因 と して発 生 す る事 故 に 関 して実施 す る確 率 論 的 安 全評 価 手 法 の有 す

べ き要 件 や ，確 率 論 的 安 全評 価 の具 体 的方 法 ， 実 施 手 順等 を実 施基 準

として規 定 した もので あ る。

そ して ，津 波PRA標 準 で は ，津 波 ハ ザ ー ドの評 価 にお け る ロジ ッ

クツ リー の作 成 手順 につ い て， 土木 学 会 が 「試 み 」 として 取 り入 れ た

専 門 家 ア ンケー トの ほか に ， あ らか じめ選 定 され たTI（ 技術 的 な ま

とめ役 ） が 「専 門 家 を一 同 に集 めて討 論 な どを通 じて ，モ デ ル の 改 善

及 び 絞 り込 み を行 い ， コ ミュニテ ィ分布 を評 価 して ， ロジ ック ツ リー

を作 成 す る」等 の更 な る信 頼性 ，説 明性 を高 め た専 門家意 見 の ば らつ

きの再 現 方 法 等 を提 案 す る な ど してい る （丙A第210号 証20な い

し24ペ ー ジ）。

ま た ， この 津波PRA標 準 は，原 子 力 規 制委 員 会 に よるエ ン ドー ス

（是認 ） を受 け， 新 規制 基 準 に基 づ く適 合 性 審 査 にお い て適 用 され て

い る （丙A第212号 証2枚 目）。

ウ 土木 学会 によ る 「原 子 力発 電 所 の津波 評価 技 術2016」 （以下 「津 波

評価 技 術2016」 とい う。） につ いて

土木 学 会 で は， 平成14年2月 の津 波 評価 技 術 の策 定 に引 き続 き， 津
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波 評価 の 更 な る高 度化 の た め，確 率論 的 津波 ハ ザ ー ド解 析 手 法 や 陸 上 構

造 物 に作用 す る津 波 の 波 力評 価 手 法等 を検討 して お り，福 島第 一 発 電 所

事 故 前 か ら，そ うした 新 た な知 見 の反 映 等 を 目的 と して津 波 評 価 技 術 の

改 訂 に向 けた検 討 を始 めて お り， 福 島第 一 発 電所 事 故 後 ，本 件 地 震 に関

す る様 々な知 見 を集 大 成 し，原 子 力発 電 所 にお け る津 波 に よ る リス クや

影 響 の評価 を行 う際 の最 新 の知 見 ，要 素技 術 を織 り込 んだ 技術 参 考 書 と

して ，平 成28年9月 ， 津 波評 価 技術2016を 策 定 した （丙A第21

3号 証 ，丙A第214号 証8ペ ー ジ， 丙B第72号 証9，11，12ペ

ー ジ）
。

津 波 評価 技 術2016に は ，深 層 防護 の観 点 か ら安 全 性 を向 上 させ る

た め に有 用 な要 素 技 術 と して ，決 定 論 的津 波 ハ ザ ー ド評 価 ，確 率論 的 津

波 ハ ザー ド評 価 及 び 敷 地 浸 水 を考 慮 した設 備 に対 す る津 波 の作 用 の評 価

（波力 評 価 ） 等 が 取 りま とめ られ てい る ところ， そ の うち，確 率論 的 津

波 ハ ザ ー ド評価 結 果 の用 途 につ い て は， 炉 心損 傷 頻度 等 の津 波 リス ク を

算 出す る津 波PRAの 一 構 成 要 素 とな るほ か ，決 定論 的津 波 評価 に基 づ

く工 学 的判 断 で決 め た設 計 上 の想 定 津 波水 位 と対 照す る こ とに よ り，現

時 点 で の設 計 上 の想 定 の妥 当性 につ い て判 断す る資料 とす る こ とが例 に

挙 げ られ てい る （丙A第214号 証8ペ ー ジ ，丙A第215号 証 ス ライ

ド2ペ ー ジ，丙B第72号 証10ペ ー ジ）。

（2）規 制 に おけ る津 波PSAの 活 用の現 状

ア 確 率論 的手 法 に よ り得 られ る リス ク情報 の規 制 へ の活用 の程 度 は， 図

表3に 示す とお り， 第 一段 階 と して 「参 考 情 報 と して の活 用 」， 第 二段

階 と して 「重 要 な考 慮 要 素 と して の活 用 」， 第三 段 階 と して 「根 拠 と し

て の活用 」 の3つ の段 階 に 区分 され （丙A第193号 証15ペ ー ジ，丙

A第197号 証4－1－9ペ ー ジ），前者 か ら後者 に行 くに従 っ て活 用

の程度 は拡大 す る こ と とな るが， リス ク情 報 の規制 へ の活 用法 は，一 義
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的に決 められ るものではな く，当該確 率論的手法が どの程度現実的な評

価 を示 してい るか （PSAの 品質） に密接 に関連す る。

［図表3］ 丙A第197号 証4－1－9ペ ー ジより
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イ 被告 国 は， リス ク情報 の活 用 につ い て ，福 島第 一発 電所 事 故前 ， 「まず

は ，既 に あ る程 度 の活 用経 験 を有 して い る 『参 考情 報 と して の活 用 』 か

ら取 り組 み ， その後 ，『活用 の程 度 』 を順 次拡 大 してい く」 こ と と して い

た と ころ （丙A第193号 証19ペ ー ジ ，丙A第197号 証4－2－1

2な い し14ペ ー ジ，4－1－9ペ ー ジ），外 的 事象 に対 す る確 率論 的 手

法 に よ り得 られ る リス ク情 報 につ い て は ， まず ，原 子 力 安全 委 員 会 が ，

平成18年9月 改訂 に係 る耐 震 設 計審 査 指 針 にお い て， 基 準 地震 動 の策

定 の際 に確 率論 的地 震 ハ ザー ド解析 結 果 を参 照す る こ とを求 め， リス ク
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情報 を 「安全審査時 の参考情報 として活用 してい く」 こととした （甲A

第51号 証19ペ ージ）。 これ を受け，保安院は，直ちに既設炉に関 して

上記指針 に照 らした耐震バ ックチェ ックを指示す る とともに，これ とは

別 に，将来の確 率論 的安全評価 の安全規制へ の本格導入 の検討 に活用す

るため，事業者 に対 し，残余の リスクに関す る定量的な評価 を行い，報

告す るよ うに求 めた （乙A第5号 証1，4枚 目等）。

つ ま り，福 島第一発電所事故前 にお ける確率論的手法の知 見の進展度

合い として，地震PSAは ，第一段 階の 「参考情報 としての活用」が可

能 となる段階にあった。

ウ これに対 し，福島第一発電所事故前 にお ける確率論的手法の知見の進

展度合 い として，津波PSAは ，第一段階の 「参考情報 としての活用」

が可能 とな る段階 に さえ至 ってお らず ，福島第一発電所事故後に策定 さ

れた新規制基準 において，津波PRA標 準が策 定 され たこ とな どを踏 ま

えて，設計上 の基準 とな る津波 （基準津波）の策 定に当た り，確率論 的

津波ハザー ド解析 を行い， 「対応す る超過確率 を参照 し，策定 された津波

が どの程度 の超過確 率 に相 当す るか を把握す ること」 を求 める規定が新

たに設 け られ ることとなった （設置許 可基準規則5条 及び同解釈 〔別記

3・2の 九〕）。 これ は，基準地震動の策 定の場合 と同趣 旨で あ り，福 島

第一発電所事故後，津波PSAに ついての リス ク情報 を上記 「参考情報

としての活用」に供す るこ とが可能 となったこ とを示す ものである。

エ また，福 島第一発電所事故後 に策定 され た新規制基準で は，以下の図

表4に 示す とお り，施設の設計上 の基準を超 えて （図表4の 青色実線 よ

り右側の部分 に対応），重大事故 （炉規法43条 の3の6第1項3号 ，実

用炉規則4条 ）や重大事故に至 るおそれ がある事故 （以下，両者 を併せ

て 「重大事故等」 とい う 〔設置許 可基準規則2条2項11号 〕。）が発 生

した場合 を想 定 し，炉心の著 しい損傷防止等のた めに必要 な対策 を講 じ
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るこ とな どが新た に規制 上の要求事項 に加 え られ た （設置許 可基準規則

37条 ない し62条 ）。

上図は，防潮堤及び海水系対策の対策前後の炉心損傷頻度の評価例 （青色点

線及び実線），建屋扉水密化等の対策前後の同評価例（赤色点線及び実線）等を
図示したものであり，定量的評価に基づく議論の有用性を示している。

そ して，設置許可基準規則37条 によ り，事業者 に対 し，重大事故等

が発生 した場合 の事故の原 因 と事故 に至 るまでの進展 を網羅的 ・体系的

に検討 の上，事故シーケンスグループ＊5を想定 し， このグループごとに炉

心の著 しい損傷防止等のために必要な対策 を立案 し，その対策 の有効性

＊5著 しい炉心損傷に至 る事故 シーケ ンス を起 因事象や安全機能 （注水設備 等），サ ポー ト機能 （電源

等 ） の作動 状態 ，対 策 の共通 点 に着 目 して類 型化 した もの をい う （丙A第216号 証147ペ ー

ジ）。
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を確 認 す る こ とを要 求 した （設 置許 可 基 準 規則37条 の解 釈 ，丙A第2

16号 証137，147，148，154な い し157ペ ー ジ）。

そ して ，新 規 制 基 準 は ，上 記 の事 故 シー ケ ンス グル ー プの抽 出 に 当た

り， 起 因事 象 （異 常 や 事故 の発 端 とな る事 象 ） と安 全 機 能 の喪失 を網 羅

的 ・体 系 的 に検 討 す るの に適 した 手法 と してPRAを 採 用 し （丙A第2

16号 証154な い し157ペ ー ジ），個別 プ ラ ン トの内部 事象 に関す る

PRAと ともに， 「外 部 事象 に関す るPRA（ 適 用可 能 な もの）又 はそれ

に代 わ る方法 で評 価 を実施 す るこ と」 （設 置許 可 基準 規則37条 の解 釈 ）

を求 めて い るが ，津 波PRAに つ い て は ，既 に原 子 力 規 制 委 員会 に よる

エ ン ドー ス を受 け た津 波PRA学 会標 準 を適 用 した 申請 が な され ， これ

に基 づ き審 査 が行 われ て い る （丙A第212号 証 ， 丙A第217号 証1

3ペ ー ジ，具 体例 と して丙A第218号 証 の1な い し3） 。

オ この よ うに，福 島第 一発 電 所 事 故 前 の確 率 論 的 手 法 の知 見 の進 展 度 合

い と して は ， 地震PSAの み が ，第 一 段 階 の 「参 考情 報 と して の活 用 」

が可 能 とな る段 階 に あ り，福 島第 一発 電所 事 故 後 ， 津 波PSAも ，第 一

段 階 の 「参 考情 報 と して の活用 」が可能 とな る段 階 に 至 って い る ところ，

基 準 地 震 動や 基 準津 波 の策 定 時 に年 超過 確 率 の参 照 を求 め る規 定 に関 し

て は， 新 規制 基 準 の策 定 時 ，参 照 した 基 準地 震 動 又 は 基 準津 波 の超 過 確

率 が高 か った 場 合 に ，施 設や 設 備 の設 計 の 面 で具 体 的 な 対応 を求 め る こ

とを規 制 基 準 に盛 り込 む な ど，第 一 段 階 の 「参 考 情 報 と して の活 用」 を

超 え ，第 二 段 階 の 「重 要 な考慮 要 素 と して の活 用 」 と して ， リス ク情 報

28



を活用 す る こ との適 否 も含 めた議 論＊6が多 くの 専門家 を交 え て行 われ て い

る。

その 際 ，確 率論 的 手 法 に基 づ い たハ ザ ー ドの年 超過 確 率 につ いて ，1

0”5程 度 （10万 年 に1回 程 度 ）の年超 過確 率 を もって ，第二 段 階の 「重

要 な考 慮 要 素 と して の活 用 」 等 が 可能 で あ るか に関す る議 論 が行 われ て

い るが， これ に関 して は ， 「安 全 目標 とい うもの をそ うい う定 量 的 な基 準

＊6例 え ば，発 電用軽水型 原子炉 施設 の地震 ・津 波 に関わ る新安全設 計基準 に関す る検討 チー ム第2

回会合 （平成24年11月27日 ） にお いて，地震 リス ク評価 を専門 とす る東京大 学大学院 工学研

究科教 授 の高 田毅 士委員 （以下 「高 田委員 」 とい う。） が 「基 準津 波に関 して， （中略） 『超過確率 を

参照す る』 とい うよ うな こ とを書 い ていただいた んです が， これ は今 まで の書 きぶ りと同 じな んで

す けれ ども，旧保 安院 時代 に大分 議論 を して ，まだ答 えは出 ていないんです けれ ども，小林室長 と

い ろい ろ議論 したや つです けれ ども，超 過確率 を参照 して どうす るんだ と。参 照す るだ けか とい う

話 があ りま して， ここは何 か も う一 歩行 くべ きでは ないか な とい うふ うに私 は考 えてい るんです。

（中略） ここは超過確 率 を参 照す る とい うことだ けでは な くて，一歩進 んで，高 い超 過確率 があ る

場合 に は，それ な りの対応 をす る と。建物 ，機器 の設 計 のほ うで，そ うい うよ うな こ とをや は りし

ていか ない と，参照だ けでは何 も，参照 しただ けで終 わっちゃいます ので」それ では よろ しくな い

ので はな いか とい うふ うに ち ょっ と思 ってお ります 。」 （丙A第219号 証33，34ペ ージ） と発

言 した の に対 し， 島崎委 員が 「確 かにその とお りだ と私 も思いますね。」 と意 見を述べた り （同号証

34ペ ー ジ）， また，上記検討チ ーム第10回 会合 （平成25年3月22日 ） において，高 田委員 が

「超過 確 率が非常 に高い よ うな基 準地震動 の設 定が されたサイ トに関 して は，それ は何 らか の措 置

を，工事認 可のその次 の設計 の ところで考 えなきゃい けないんです よね。 ただ参照 した だけで，『は

い，終 わ り』 とい うこ とでは ない と思 うん ですね。 だか ら，や っぱ りここの審査 は どこかで 一度 ぐ

らい は フィー ドバ ックをか ける とい うん です か，何 かそ うい うふ うな ものが あっていい ん じゃない

か と思 い ます。」 （丙A第220号 証56ペ ー ジ） と発言 したの に対 し，島崎委員 が 「超過確 率が大

きい とい うことは， 多分 ，基 準地震動 の策 定 がお か しい とい うこ とだ と思い ます ので， そ こへ遡 っ

て見 る とい うことにな ると思います。」 （同号証57ペ ージ） との意見を述 べ るな どしてい る。
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とす る ことに関 して は 問題 が あ る とい う御 意 見 で あ りま して。もち ろん，

安 全 目標 は必 要 で あ り，常 に参 照す る とい うこ とは必 要 な のだ けれ ども，

実 際 にそ のPRAの 推 定 の 精度 が どの程 度 あ るか とか ， あ る い は， そ う

い うもの に入 らない 事象 が あ るだ とか，そ うい うこと もあ ります ので ，（中

略）こ こまで踏 み込 ん で超過 確 率 を使 うとい うこ とは避 けた い と私 は思 っ

て お ります。 そ の こ と もあ りま して，今 ，10－5と い うよ うな御 議論 が

あ りま した けれ ども， それ に 関 して は ， この設 計 基 準 で は この 内容 で ，

この 最初 の とこ ろは 『供 用 期 間 中に極 めて まれ で は あ るが発 生す る可 能

性 』 とい うよ うな，極 め て曖 昧 な， あ る意 味 で は，形 で書 い て あ ります

けれ ども， 中 で はい ろい ろな こ とを考 慮 して， そ の 中で最 も厳 しい もの

を用 い るだ とか影 響 の 大 きい もの を用 い るだ とか， そ うい う形 で書 い て

あ ります の で ， と りあ えず は そ うい う形 で進 め てい くの が， 私 は適 当 で

は な いか と思 っ てお ります。 将来 的 に は，本 当 にそ うい っ た い ろん な確

率 的 な考 慮 が 可能 に な る ほ ど精度 を高 くい く とい うこ とが あれ ば， それ

は それ で また 考 え る こ とに な るか と思 い ます けれ ど も，現 状 で は十分 な

とこ ろ，そ うい うもの に使 うほ ど十 分 に は至 っ てい ない とい うよ うな認

識 で お ります。」 （丙A第221号 証35，36ペ ー ジ） との意 見が 示 さ

れ ， これ に対 し，有 識 者 らか らも異 議 が述 べ られ て い ない な ど，安 全 目

標 等 の定量 的 指 標 が未 整 備 で あ る こ とやPRAの 結 果 の不確 か さな どを

理 由 に，第 二段 階 の 「重 要 な考 慮 要 素 と しての 活用 」 が可 能 とな るた め

に は ， よ り一 層 の精 度 の 向 上 が必 要 で あ る と して 将 来 的 な課題 として 整

理 され て い る （そ の 他 の 主 要 な議 論 と して ，丙A第218号 証33な い

し35ペ ー ジ，丙A第222号 証8，9ペ ー ジ ，丙A第223号 証60，

61ペ ー ジ等 ）。

そ の た め， これ ら確 率 論 的安 全 評価 手 法 につ い て は，現 在 で も更 な る

高度 化 のた めの検 討 が各 種 学 協会 ，事 業者 ，規 制 当局 に お いて続 け られ

30一



てい るところである。

カ このよ うに，津波PRAは ，福 島第一発電所事故前後において，その

知 見の進 展 に従 って安全評価 手法 としての信頼性 を増 し，規制の領域 に

おいて も，その活用範 囲や程度 を広 げてい るのであるか ら，福 島第一発

電所事故前 の津波PRAの 開発及 び規制 にお ける活用 に向 けた国や研 究

機 関，事業者 の取組 に正 当性が認 め られ るこ とは，一層明 らかである。

また，山 口教授 の意見書 （丙B第66号 証）で述べ られている とお り，

仮 に，福 島第一発電所事故前 の確 率論 的津波ハザー ド解析手法の到達点

を前提 に暫 定的な リス ク評価 を行 った として も， 当該評価結果 は，福 島

第一発電所 の主要建屋の敷地 高 さを上回 る津波 が浸水す ることを想定 し

た施設 ・設備 の設計見直 しをす る経営判 断を行 わせ しめるに至 った もの

とはい えない と評 され るものであった し （前記第4の2（2） エ），マイア

ミ論文 （甲A第41号 証の1及 び2） 等で用 い られた専門家意見のば ら

っ きをロジ ックツ リー の分岐 とその重み付 けで再現す る とい う手法は，’

前記3（1）で述べた とお り，福 島第一発電所事故後 に公表 された 「確率論

的津波ハザー ド解析 の方法」（丙A第209号 証），「津波PRA標 準」（丙

A第210号 証）及び 「津波評価技術2016」 （丙A第213号 証）並

び にこれ らを参照 しつつ行 われてい る現行の基準適合性審査のいずれ に

おいて も，当該手法の合理性 が認 め られ てい るのであるか ら，確率論的

津波ハザー ド解析結果が規制上 の 「参考情報 としての活用」に供・され る

よ うにな っ た現 時 点 にお い て も， なお通 用 す る合理 的 な手 法 に よ り行 わ

れ た もので あ る とい って よい。

した が っ て ，い ず れ に して も， 国や 研 究機 関 ， 事業 者 の取組 の合 理 性

が否 定 され る こ とは ない。

第5お わ りに
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以上 に詳述 した とお り，保安院 は，発足直後か ら，決 定論的手法 に基づ く

規制 を補完すべ く確率論 的手法 を取 り入れ る ことが重要 な規制課題 の一つで

あ ると認識 し，それ に向 けて制度的基盤 の整備及び知識基盤 の整備 の両面か

ら着実に取組 を進 めてお り，平成14年8月 段階にお ける被告国の対応 （「長

期評価 の見解 」を確率論 で取 り込 んでい く旨の方針 を了承 したこ と） も，そ

れ 自体 が工学的に合理的で あることは もとよ り， これまでに述べた よ うな保

安院の規制課題全体 に対す る取組 と整合す るもの として評価 され るべきであ

る。

以 上
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略称語句使用一覧表

略称 基本用語 使用書面 ペ ー ジ 備考
訴状訂正申立書 平成25年6月10日 付け訴状訂正 答弁書

申立書
1

訴状 訴状訂正申立書別添の訴状 答弁書

1

福島第一発電所 東京電力福島第一原子力発電所 答弁書

2

本件将来請求 請 求 の趣 旨第3項 （2），第4項 （2）及 答弁書
び第5項 （2）の各請求の うち本件訴

訟事実審 口頭弁論終結日後の支払を
求める部分 2

被告東電 相被告東京電力株式会社 答弁書

5

福島第一発電所 平成23年3月11日 に被告東電の 答弁書
事故 福島第一発電所において放射性物質

が放出 され る事故 5

国会事故調査報 国会における第三者機 関による調査 答弁書
告書 委員会が発表 した平成24年7月5

日付け報告書 8

INES 国際原子力 ・放射線事象評価尺度 答弁書

11

ソ連 旧 ソビエ ト連 邦 答弁書

11

炉規法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉 答弁書
の規制に関する法律

14

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律 答弁書

16

原賠審査会 原子力損害賠償紛争審査会 答弁書

16

原賠支援機構 原子力損害賠償支援機構 答弁書

17

中間指針 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針 18

中間指針第1次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針追補
（自主的避難等に係 る損害 につい

て） （第一次 追補 ） 18



中間指針第2次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針第二
次追補 （政府 による避難区域等の見

直 し等に係 る損害について） 26

昭和36年 長期 昭和36年 に原子力委員会が策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 39

昭和42年 長期 原子力委員会が昭和42年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関する長期計画」 40

最終処分計画 特定放射性廃棄物の最終処分に関す 答弁書
る計画

41

機構 原子力発電環境整備機構 答弁書

41

昭和53年 長期 原子力委員会が昭和53年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 42

昭和57年 長期 原子力委員会が昭和57年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 43

昭和62年 長期 原子力委員会が昭和62年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力 の研究，開発及び利用に

関す る長期計画」 43

平成6年 長期計 原子力委員会が平成6年6． 月24日 答弁書
画 に新たな 「原子力の研究，開発及び

利用に関す る長期計画」 46

平成12年 長期 原子力委員会が平成12年11月2 答弁書
計画 4日 に新たな 「原子力の研究，開発

及び利用に関す る長期計画」 47

「長期評価」 三陸沖から房総沖にかけての地震活 答弁書
動 の長期評価について

53

政府事故調査中 政府に設置 された東京電力福島原子 答弁書
間報告書 力発電所における事故調査 ・検証委

員会作成の平成23年12月26日

付 け 「中間報告」 55

国賠法 国家賠 償 法 （昭和22年10． 月27 答弁書
日法律 第125号 ）

57

放射線障害防止 放射性同位元素等による放射線障害 第1準 備書面
法 の防止 に関す る法律

5

原災法 原子力災害への対応を規定 した原子 第1準 備書面
力災害対策特別措置法

5



省令62号 発電用原子力設備に関する技術基準 第1準 備書面
を定める省令

7

保安院
爲

原子力安全 ・保安院 第1準 備書面

11

JNES 独立行政法人原子力安全基盤機構 第1準 備書面

14

本件設置等許可 福島第一発電所1号 機 については， 第1準 備書面
処分 昭和41年12月1日 ， 同2号 機 に

つ い て は ， 昭 和43年3月29日 ，

同3号 機 につ い ては ，昭和45年1

月23日 ， 同4号 機 につ いて は，昭

和47年1月11日 にそれ ぞれ され

た設置 （変更）許可処分

16

後段規制L 設計及び工事の方法の認可から施設 第1準 備書面
定期検査までの規制

17

昭和39年 原子 昭和39年5月27日 に原子力委員 第1準 備書面
炉立地審査指針 会 によって策定 された原子炉立地審

査指針
19

昭和45年 安全 昭和45年4月18日 に動力炉安全 第1準 備書面
設計審査指針 基準専門部会によって策定 され 同月

23日 に原子力委員会 においても了

承 された 「軽水炉についての安全設

計 に関する審査指針 について」
19

平成13年 安全 昭和45年 安全設計審査指針は，昭 第1準 備書面
設計審査指針 和52年6． 月にそ の全面 改訂 が行 わ

れ ，平成2年8月30日 付 け原子 力

安全委員会決定により全面改訂がさ
れ，平成13年3． 月29日 に国 際放

射線防護委員会 による1990年 勧

告を受 けて一部改訂が された

25

平成13年 耐震 平成13年3月29日 に改訂 され た 第1準 備書面
設計審査指針 耐震設計審査指針

26

平成18年 耐震 平成18年9． 月19日 ，原 子 力安全 第1準 備書面

設計審査指針 委員会 において，決定 された耐震設

計審査指針
30



本件地震 平成23年3月11日 の東北地方太 第1準 備書面
平洋沖地震

35

電気事業法 平成24年 法律第47号 による改正 第2準 備書面
前の電気事業法

1

ク ロ ロキン最 高 最高裁判所平成7年6月23日 第二 第2準 備書面
裁判決 小法廷判決 ・民集49巻6号160

0ペ ー ジ 3

宅建業者最高裁 最高裁平成元年11月24日 第二小 第2準 備書面
判決 法廷判決 ・民集43巻10号116

9ペ ー ジ 5

本件各判決 宅建業者最高裁判決，クロロキン最 第2準 備書面
高裁判決，筑豊 じん肺最高裁判決及
び関西水俣病最高裁判決 7

ク ロ ロキ ン最 高 宅建業者最高裁判決及び クロロキン 第2準 備書面
裁判決等 最高裁判決

7

筑豊じん肺最高 筑豊 じん肺最高裁判決及び関西水俣 第2準 備書面
裁判決等 病最高裁判決

7

宅建業法 宅地建物取引業法 第2準 備書面

8．

水質二法 公共用水域の水質の保全に関する法 第2準 備書面
律及び工場排水等の規制に関する法
律 13

その他の規制措 日本薬局方からの削除や製造の承認 第2準 備書面
置 の取消 しの措置以外の規制措置

16

延宝房総沖地震 慶長 三 陸地震 （1611年 ）及 び1 第2準 備書面
677年11月 の地震

31

津波評価技術 原子力発電所の津波評価技術 第2準 備書面

33

政府事故調査最 政府に設置された東京電力福島原子 第2準 備書面
終報告書 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会作成の平成24年7月23日 付

け 「最終報告書」

51

貞観津波 西暦869年 に東北地方沿岸 を襲っ 第2準 備書面
た巨大地震 によって東北地方に到来

した とされてい る津波

54

スマ トラ沖地震 平成16年 イ ン ドネ シア のスマ トラ 第2準 備書面
島沖で発生 した地震

57



マイア ミ論文 被告東電の原子力技術 ・品質安全部 第2準 備書面
員が平成18年7月 に米国マイア ミ
で開催 された第14回 原子力工学国

際会議で発表 した論文
59

女川発電所 東北電力株式会社女川原子力発電所 第2準 備書面

63

浜岡発電所 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 第2準 備書面

63

大飯発電所 関西電力株式会社大飯発電所 第2準 備書面

63

泊発電所 北海道電力株式会社泊発電所 第2準 備書面

63

佐竹 ほか （20 平成20年 に刊行 された 「石巻 ・仙 第2準 備書面
08） 台平野における869年 貞観津波の

数値 シ ミュ レー シ ョン」 （佐 竹 健

治 ・行谷佑 一 ・山木滋 ） と題 す る論

文
77

合同WG 総合資源エネルギー調査会原子力安 第2準 備書面
全 ・保安部会耐震 ・構造設計小委員

会 地震 ・津波 ，地 質 ・地盤 合 同 ワー

キンググループ
79

本件各評価書 「耐震設計審査指針の改訂に伴 う東 第2準 備書面
京電力株式会社福島第一原子力発電
所5号 機耐震安全性に係 る中間報告
の評価について」及び 「耐震設計審

査指針の改訂に伴 う東京電力株式会
社福島第二原子力発電所4号 機耐震
安全性に係 る中間報告の評価 につい

て 」
79

原告 ら準備書面 原告 らの2013（ 平成25） 年1 第4準 備書面
（2） 1月7日 付 け準備 書面 （2）

1

福島第二発電所 被告東電の福島第二原子力発電所 第4準 備書面

11

原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年3 第5準 備書面
（10） ．月12日 付 け準備 書 面 （10）

1



原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平 成26） 年5 第5準 備書面
（13） 月7日 付 け準備書 面 （13）

1

筑豊 じん肺最高 最高裁判所平成16年4月27日 第 第5準 備書面
裁判決 三小法廷判決 ・民集58巻4号10

32ペ ー ジ 39

関西水俣病最高 最 高裁 判所 平成16年10． 月15日 第5準 備書面
裁判決 第二小法廷判決 ・民集58巻7号1

802ペ ー ジ 40

原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年3 第6準 備書面
（11） 月5日 付 け準備 書面 （11）

1

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年5 第6準 備書面
（14） 月7日 付 け準備 書 面 （14）

1

安全設計審査指 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第6準 備書面
針 全設計審査指針

55

耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計 第6準 備書面
針 審査指針

55

使用停止等処分 平成24年 改正後の炉規法43条 の 第6準 備書面
3の23に 定める保安 のために必要

な措置 79

原告 ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年1 第7準 備書面
（18） 0月29日 付 け準備 書 面 （18）

1

事故解析評価 原子炉設置許可処分申請に際 して申 第8準 備書面
請者が実施する事故防止対策に係る
解析評価 7

安全評価審査指 発電用軽水型原子炉施設の安全評価 第8準 備書面
針 に関する審査指針

12

起因事象 異常や事故の発端となる事象 第8準 備書面

25

安全系 原子炉施設の重要度の特に高い安全 第8準 備書面
機能を有する系統

26

原告ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年3 第9準 備書面
（21） ．月12日 付 け準備 書面 （21）

1

添 田氏 添田孝史氏 第9準 備書面

1

島崎氏 東京大学教授島崎邦彦氏 第9準 備書面

5

原告ら準備書面 原告 らの2015（ 平 成27） 年3 第10準 備書面

（22） 月12日 付 け準備 書面 （22）

1



原告ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年5 第11準 備書面

（23） 月8日 付 け準備 書 面 （23）

1

実用炉規則 実用発電用原子炉の設置，運転等に 第11準 備書面

関する規則
4

設置許可基準規 実用発電用原子炉及びその附属施設 第11準 備 書面

則 の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 （平成25年 原子力規制委員

会規則第5号 ） 23

バ ックチ ェ ック 新耐震設計審査指針に照らした既設 第11準 備書面
ノレー ノレ 発電用原子炉施設等の耐震安全性の

評価及び確認 に当たっての基本的な
考え方並びに評価手法及び確認基準
につ い て 29

伊方原発訴訟最 最 高裁 判 所平成4年10． 月29日 第 第11準 備書面

高裁判決
一小法廷判決 ・民集46巻7号11

74ペ ー ジ
31

原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年7 第12準 備書面

（25） 月15日 付 け準備 書面 （25）

1

平成3年 溢水事 平成3年10． 月30日 に発 生 した福 第12準 備書面

故 島第一発電所1号 機補機冷却水系海
水配管からの海水漏洩

1

政府事故調査委 政府に設置された東京電力福島原子 第12準 備書面

員会 力発電所における事故調査 ・検証委

員会 12

昭和52年 安全 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

設計審査指針 全設計審査指針 （昭和52年6月1

4日 原子力委員会決定） 21

平成2年 安全設 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

計審査指針 全設計審査指針 （平成2年8月30
日原子力安全委員会決定）

22

基準津波 設計基準対象施設に大きな影響を及 第12準 備書面
ぼすおそれがある津波

29

岡本教授 東京大学大学院工学系研究科岡本孝 第13準 備書面

司教授
8

山口教授 東京大学大学院工学系研究科山口明 第13準 備書面

教授
11

津村博士 財団法人地震予知総合研究振興会地 第13準 備書面
震防災調査研究部副首席主任研究員
津村建四朗博士 12

筒井氏 筒井哲郎氏 第13準 備書面

13

佐竹氏 佐竹健治氏 第14準 備書面

1



都司氏 都司嘉宣氏 第14準 備書面

1

深尾 ・神定論文 昭和55（1980） 年 に発 表 され 第14準 備書面
た深尾良夫 ・神定健 二 「日本海溝 の

内壁直下の低周波地震 ゾー ン」 と題

す る論文 61

松澤教授 東北大学大学院理学研究科附属地 ・第14準 備書面

震 ・噴火予知研究観測セ ンター長 を
務める同研究科の松澤暢教授 95

阿 部 （199 1999年 に発表 された阿部氏の論 第14準 備書面
9） 文 「遡上高 を用いたMtの 決定一歴

史津波への応用1 108

新規制基準 実用発電用原子炉及びその附属施設 第15準 備書面
の位置，構造及び設備 の基準に関す

る規則 8

推進本部 文部科学省地震調査研究推進本部 第18準 備書面

3

長期評価の見解 長期評価の中で示 された 「明治三陸 第18準 備書面
地震と同様の地震が三陸沖北部から
房総沖 の海溝寄 りの領域 内の どこで

も発生す る可能性があるとす る見

解 」
3

本件津波 平成23年3． 月11日 に発 生 した本 第18準 備書面
件地震に伴 う津波

4

佐竹教授 東京大学地震研究所地震火山情報セ 第18準 備書面
ンター長佐竹健治教授

20

今村教授 東北大学災害科学国際研究所所長 ・第18準 備書面
同研究所災害リスク研究部門津波工
学研究分野今村文彦教授

20

首藤名誉教授 東北大学首藤伸夫名誉教授 第18準 備書面

20

谷岡教授 北海道大学大学院理学研究院附属地 第18準 備書面

震火 山研究観測セ ンター長谷岡勇市

郎教授
20

笠原名誉教授 北海道大学笠原稔名誉教授 第18準 備書面

20

阿部博士 原子力規制庁技術参与阿部清治博士 第18準 備書面

20

青木氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官青木一哉氏

21

名倉氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官付安全管理調査官名倉繁樹氏
21



酒井博士 一般財団法人電力中央研究所原子力
第18準 備書面

リス ク研 究セ ンター研 究 コーデ ィ

ネー ター酒井俊朗博士

21

4省 庁報告書 建設省，農水省，水産庁及び運輸省 第18準 備書面
が策定した 「太平洋沿岸部地震津波

防災計画手法調査報告書」

49
7省 庁手 引 建設 省 ，農 水省 ，水産 庁 ，運輸 省 ， 第18準 備書面

国土庁，気象庁及び消防庁 が策定 し
た 「地域防災計画における津波対策

強化 の手引き」

49

日本海溝 ・千島 中央防災会議 に設置 された 「日本海 第18準 備書面
海溝調査会 溝 ・千島海溝周辺海溝型地震に関す

る専 門調査会」

49

日本海溝 ・千島 日本海溝 ・千島海溝調査会による報 第18準 備書面
海溝報告書 告

49

推進地域 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 第18準 備書面
防災対策推進地域

113

技術基準 発電用原子力設備に関する技術基準 第18準 備書面

133

平成20年 試算 被告東電が平成20年 に行 った明治 第18準 備書面
三陸地震の波源モデルを福島県沖に
置いてその影響を測るな どの試算

157

試算津波 平成20年 試算による想定津波 第18準 備書面

172

東通発電所 東京電力株式会社東通原子力発電所 第19準 備書面

2

総合基本施策 地震調査研究の推進 について 第19準 備書面

6

川原氏 保安院原子力発電安全審査課元耐震 第19準 備書面
班長川原修司氏 15

高橋教授 関西大学社会安全学部教授高橋智幸 第20準 備書面
氏 14

津波PRA標 準 日本原子力学会による規格 「原子力 第20準 備書面
発電所に対する津波を起因とした確
率論的 リスク評価 に関する実施基
進 ：20111 20

津波評価技術2 土木学会 による 「原子力発電所の津 第20準 備書面
016 波評価技術2016」

23

重大事故等 重大事故 （炉規法43条 の3の6第 第20準 備書面
1項3号 ，実用炉規則4条 ）や重大

事故に至 るおそれがある事故
26

特 に断 らな い限 り答 弁書 とは， 平成25年9．月5日 付 け答 弁書 を指 す。


